
新型インフルエンザ等対策に係る机上訓練

【マニュアル等検証訓練】 平成27年12月15日（火） 9:00～15:00

・「海外発生期」から
「国内発生早期」への移行
・「基本的対処方針」の変更等

県対策本部

総括調整部

政府対策本部
（内閣官房新型インフルエンザ等対策室）

情報伝達
①

各部局等
（部局マニュアル策定課・室）

課
題
付
与

回
答
提
出

③
事前シナリオによる具体的
想定の下、課題を付与

④
各部局内の検討結果を
取りまとめ、回答を提出

⑤

庁内各部局等から提出された回
答を取りまとめ、報告書を作成

⑥
報告書を共有、内容を確認

⑦

各部局内において、課題等
を整理し、必要に応じ、
マニュアルの修正等を行う。

※①、②は実施されたものとみなす。

訓練実施後

②本部会議において県の「対応方針」を決定


